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「ＬＰガス安心サポート推進運動」の実施について

１．自主保安運動の名称
『ＬＰガス安心サポート推進運動』

２．運動の期間
５年

補足：安全高度化計画は１０年スパン、５年毎の見直しになっているので５年とする。

３．目標（国の安全高度化目標と合わせている）
死亡事故 ０～１件未満／年、人身事故０～２５件未満／年

４．運動の概要（安全高度化目標と合わせている）
国の安全高度化計画のアクションプランと一体的に展開

５．具体的な進捗状況管理や進め方
 アクション全体の進捗は数字で把握。
 とりわけ重要なアクションを重点取り組み事項として「業務用施設ガス警報器連動遮断の推

進」、「業務用換気警報器の設置促進」に加えて、近年、災害時における容器流出が問題化し
ていること等を踏まえ、災害対策として、「軒先容器の流出防止対策の徹底」の３点を指定。

 その他の取り組みについては、各都道府県協会の地域性を踏まえた状況にあった自主保安
運動を展開。

全国ＬＰガス協会として、国の「液化石油ガス安全高度化計画２０３０」に示されたアクションプランの推

進を図ることを目的に、アクションプランの項目毎に具体的な実施対策を検討し、国の高度化計画に示

されたアクションプラン等と一体的に展開することとした。



大分類 中分類 小分類
液化石油ガス安全高度化計画２０３０の

アクションプラン項目
販売事業者の主な活動例

（１）事故
対策

①消費
者起因
事故対

策

（ａ）ＣＯ中毒事故
防止対策

業務用施設等に対する
安全意識の向上のための周知・啓発

業務用に対する法定外周知の推進

業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進 業務用換気警報器設置促進
安全型機器及び設備の開発普及 不燃防無し湯沸し・風呂釜の交換

（ｂ）ガス漏えいに
よる爆発

または火災事故防
止対策

安全な消費機器等の普及促進 Siセンサーコンロの普及
周知等による保安意識の向上 高齢者宅巡回事業の取り組み

誤開放防止対策の推進 ガス栓カバー、検定品ゴムキャップ普及

ガス警報器の機能の高度化及び設置の促進等
ガス警報器設置率向上、期限管理徹底
業務用施設ガス警報器連動遮断の推進

消費設備調査の高度化 確実な点検調査の実施
リコール対象品等への対応 リコール製品の対応

②販売
事業者
起因事
故対策

（ｃ）設備対策
供給管・配管の事故防止対策 適切な工事施工管理体制

調整器、高圧ホース等の適切な維持管理 調整器・高圧ホースの期限管理
軒先容器の適切な管理 閉栓先容器の撤去

（ｄ）その他事故防
止対策

他工事事故防止対策 他工事関連周知等の実施
質量販売に係る事故防止対策 質量販売の自主保安促進
バルク貯槽等の告示検査対応 検査対応の前倒し、安全な入替体制構築

（２）自然災害対策
（ｅ）地震・水害・雪

害対策

災害に備えた体制構築 通報訓練の定期的な実施
迅速な情報把握 被害報告様式の全国統一様式使用推進

容器の転倒・流出防止対策 軒先容器の二重掛け等流出防止推進
雪害事故防止対策 雪害対策の推進

（３）保安基盤

（ｆ）保安管理
体制

経営者等の保安確保へ向けたｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ等
及び保安レベルの自己評価

経営者等の保安重視の取り組み宣言
自主保安活動チェックシート回収向上

販売事業者等の義務の再確認等 販売事業者の義務の再確認教育

長期人材育成を踏まえた保安教育の確実な実施 年間保安教育計画の策定状況

自主的な基準の維持・運用

（ｇ）スマート保安
の推進

スマートメータ・集中監視等を利用した保安の高度化
集中監視設置率向上

その他のスマート保安に関する
アクションプラン
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「ＬＰガス安心サポート推進運動」について ～推進項目別の主な活動例と重点推進項目～
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参考「液化石油ガス安全高度化計画２０３０」について
大分類 中分類 小分類 アクションプランの項目 主体者

事故

対策

消費者起因

事故対策

ＣＯ中毒事故防
止対策

 業務用施設等に対する
安全意識の向上のための周知・啓発 ＬＰガス事業者、国、第三者機関

 業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進 ＬＰガス事業者
 安全型機器及び設備の開発普及 ＬＰガス事業者、関係事業者

ガス漏えいによる
爆発または火災
事故防止対策

 安全な消費機器等の普及促進 ＬＰガス事業者、国、関係事業者

 周知等による保安意識の向上 ＬＰガス事業者、国、都道府県、第三者機関

 誤開放防止対策の推進 ＬＰガス事業者
 ガス警報器の機能の⾼度化及び設置の促進等 ＬＰガス事業者、国、都道府県、関係事業者
 消費設備調査の⾼度化 ＬＰガス事業者
 リコール対象品等への対応 ＬＰガス事業者、国、関係事業者

販売事業者
起因

事故対策

設備対策
 供給管・配管の事故防止対策 ＬＰガス事業者
 調整器、⾼圧ホース等の適切な維持管理 ＬＰガス事業者
 軒先容器の適切な管理 ＬＰガス事業者

その他
事故防止対策

 他工事事故防止対策 ＬＰガス事業者、国、都道府県、
 質量販売に係る事故防止対策 ＬＰガス事業者
 バルク貯槽等の告示検査対応 ＬＰガス事業者

自然災害対策 地震・水害・雪害
対策

 災害に備えた体制構築 ＬＰガス事業者、国、都道府県、
 迅速な情報把握 ＬＰガス事業者、国、都道府県、
 容器の転倒・流出防止対策 ＬＰガス事業者、国、都道府県、関係事業者
 雪害事故防止対策 ＬＰガス事業者、国、都道府県、

保安基盤
保安管理体制

 経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等及び保安レ
ベルの自己評価 ＬＰガス事業者

 ＬＰガス販売事業者等の義務の再確認等 ＬＰガス事業者
 ⻑期⼈材育成を踏まえた保安教育の確実な実施 ＬＰガス事業者、国、第三者機関、
 自主的な基準の維持・運用 第三者機関

スマート保安の
推進

 スマートメータ・集中監視等を利用した保安の⾼度化 ＬＰガス事業者、国、第三者機関、関係事業者
 その他のスマート保安に関するアクションプラン ＬＰガス事業者、国
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（１）事故対策 ①消費者起因事故対策 （ＣＯ中毒事故防止対策）

 直近４年（２０１９～２０２２年）においてはＣＯ中毒事故は発生していないが、ひとたび発生すれば

多数の被害を伴い、また、特に業務用施設においては、１件あたりの発症者数の割合が高い傾

向にあることから、業務用換気警報器の設置を促進する等の対策が必要である。

 業務用換気警報器の設置促進とともに、消費者にもＣＯに係わる正しい知識や危険性について

充分理解してもらうことが重要であることから、経済産業省、（一社）日本ガス協会、（一社）日本

コミュニティーガス協会と連携し、厚生労働省を通じて 食品衛生責任者講習会等でチラシ及びメ

ルマガによる周知、啓発を引き続き実施している。

２０２２年３月末時点

※特別周知率とは業務用施設数に
対して法定の周知を実施した上でさ
らに別に周知を実施した割合

（ａ）ＣＯ中毒
事故防止対策

業務用施設等に対する
安全意識の向上のための
周知・啓発

業務用換気警報器
ＣＯ警報器
の設置促進

安全型機器及び
設備の開発普及

２０１１年〜２０２０年 ＣＯ中毒事故件数４７件（４．７件／年） 症者数１３７人（２．９人／件）

２０２１年〜２０２２年 ＣＯ中毒事故件数０件（０．０件／年） 症者数０人（０．０人／件）
※令和２年度液化石油ガス関係事故年報、2021年〜2022年事故件数は暫定



6

（１）事故対策 ①消費者起因事故対策 （ＣＯ中毒事故防止対策）

【周知チラシ】 【公益社団法人日本食品衛生協会メルマガ12/2配信】

┌──────────────────────────────────
│【３】食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止
│ について厚生労働省・経済産業省より情報提供がありました！
└──────────────────────────────────
都市ガス、ＬＰガスを使用している食品工場及び業務用厨房施設等における

一酸化炭素中毒事故が、毎年一定件数発生しております。
３つのポイントを実施して、一酸化炭素中毒事故を防ぎましょう！
１．ガス機器などの「火」を使うときは、必ず換気（給気と排気）！
２．ガス機器や換気設備はきれいに清掃し、定期的に点検を！
３．万が一にそなえて、厨房や工場に一酸化炭素を検知する警報器の取り付けを！
（詳しくは、ご契約のガス会社へお問合せください。）

【経済産業省ホームページ】
飲食店の皆様へ ガス安全使用のお願い
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1438609&c=43446&d=5c3c
【厚生労働省ホームページ】
職場のあんぜんサイト 一酸化炭素中毒（CO中毒）
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1438610&c=43446&d=5c3c

※一酸化炭素中毒を防ぐ警報器についての動画は、ユーチューブでご覧いただけます。
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1438611&c=43446&d=5c3c
※３つのポイントをまとめたチラシは、下記よりダウンロードできます。是非ご活用くださ
い！
◆一般社団法人日本ガス協会：https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1438612&c=43446&d=5c3c
◆一般社団法人全国LPガス協会：https://a00.hm-
f.jp/cc.php?t=M1438613&c=43446&d=5c3c
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（１）事故対策 ①消費者起因事故対策（ガス漏えいによる爆発または火災事故防止対策）

 業務用施設等においては安全機器の組み込まれていない業務用燃焼器もあるためガス警報器とガスメータを

連動させガスを遮断するシステムの普及促進を図ることが必要である。

 ガス警報器工業会の協力もあり、各地で販売事業者向け講習会を実施し、連動遮断型ガス警報器の設置促進

を図る取り組みを引き続き実施している。

 都道府県協会の事例として消防機関と協力し、火災予防啓発とガス警報器の内容を紹介したクリアファイルを

消費者へ配布しガス警報器の設置促進を図っている。

※連動不要（屋外）の戸数は除外して連動率を計算

業務用施設ＳＢ（ＥＢ）メータ連動率【クリアファイル】

令和４年３月末時点

（ｂ）ガスの漏えい
による爆発または火災
事故防止対策

安全な消費機器等の
普及促進

周知等による
保安意識の向上

誤開放防止対策
の推進

ガス警報器の機能の⾼度
化及び設置の促進等

消費設備調査の
⾼度化

リコール製品等への
対応

217,323 217,101 228,277
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【連動型警報器＋メータ遮断】

（（一社）静岡県ＬＰガス協会）



8

（１）事故対策 ②販売事業者起因事故対策（設備対策）

 調整器、高圧ホース等について、長期間の使用を原因とする漏えい事故が発生していることから、

販売事業者は、機器の期限管理を徹底し、期限内の交換に取り組んでいる。

 さらに高い安全性を高めるため令和４年より高圧ホース（気相用）の製造については、全てガス

放出防止型としたため、交換時にはガス放出防止型ホースに順次変更されていく。

ホースの引張が加わると
ガスの通路が遮断する

（ｃ）設備対策

供給管・配管の
事故防止対策

調整器、⾼圧ホース等の
適切な維持管理

軒先容器の
適切な管理

3
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0
1
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1
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調整器 腐食・

劣化漏えい事故

件数

高圧ホース腐

食・劣化漏えい

事故件数

調整器 製造か

ら７年又は10年

経過

調整器・高圧ホース腐食・劣化による事故及び調整器の
７年又は１０年経過施設率
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（１）事故対策 ②販売事業者起因事故対策（その他事故防止対策）

 近年、他工事業者等による事故件数は増加傾向となっているため、一般用消費者および工事業者

向けに工事する際には販売事業者に連絡をして欲しい等の内容を法定周知文書等にも入れ、本

年度より周知を実施している。

 また、法定周知以外にも活用できるようにＬＰガス安全委員会においてチラシを作成し、来年度から

配布ができるように準備を進めている。

 対策の一例として埋設管明示シールを貼付して工事業者等へ注意喚起の対策を行っている。

（ｄ）その他事故
防止対策

他工事事故
防止対策

質量販売に係る
事故防止対策

バルク貯槽等の
告示検査対応

【保安ガイド】 【埋設管明示シール】【周知文書】

２０１１年〜２０２０年 他工事事故件数３３０件（３３件／年）※令和２年度液化石油ガス関係事故年報

２０２１年〜２０２２年 他工事事故件数１３６件（６８件／年）※事故件数は暫定

（ＬＰガス安全委員会）
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（１）事故対策 ②販売事業者起因事故対策（その他事故防止対策）

 設置後２０年を経過するバルク貯槽の入替工事がピークを迎えている。設置から２０年近くが経

過し、設置場所の環境も変化しており、それを踏まえた工事計画に基づき法令違反とならないよ

うに期限以内に作業を完了する必要がある。

 入替工事に関しては（一社）日本エルピーガスプラント協会が主催（日本ＬＰガス団体協議会、全

国ＬＰガス協会共催）の「ＬＰガスバルク供給のためのセミナー」で、上述の入れ替え事例、維持管

理の注意点を促し、事故防止のために安全な作業及び管理に関する講習会を開催している。

期限満

了, 
3,996

基

期限満

了, 
6,451

基

期限満

了, 
7,032

基

前倒し

予定, 
7,223

基

前倒し

予定, 
6,891

基

前倒し

予定, 
7,845

基

R1 R2 R3

バルク貯槽２０年検査予定数

令和４年３月末時点（ｄ）その他
事故防止対策

他工事事故
防止対策

質量販売に係る
事故防止対策

バルク貯槽等の
告示検査対応

【セミナー案内】
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（２）自然災害対策（地震・水害・雪害対策）

 大規模な災害が発生したときは、速やかに被災した都道府県LPガス協会からガス漏れ等の被災

状況及び復旧状況等の情報収集を行い、復旧に必要な設備や機器等が不足するおそれがある

場合又は被災地以外の都道府県LPガス協会等への協力要請が必要と認められる場合等には、

速やかに中央連絡会議を設置することとなっている。

 本会議については前回の開催より期間が空いていたことから、関係者団体と要綱や役割等につ

いて共有を図ることとした。

（ｅ）地震・水害・雪害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

容器の転倒・流出
防止対策

雪害事故防止対策

【ＬＰガス災害対策マニュアル】 【開催案内文書】
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（２）自然災害対策（地震・水害・雪害対策）

 ２０２１年６月、省令改正により、洪水浸水想定区域（想定最大規模）等で、１ｍ以上の浸水が想

定されている地域の消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止の措置を講ずるこ

とが義務付けされた。(２０２４年６月までは従前措置の対応が認められている)

 それを受け、昨年度は消費者向けにチラシを作成するなど、容器流出措置が早期にかつ適切に

実施できるよう対策を図り、本年度については取り組み状況の把握を実施した。

 次年度は実数の把握を行うとともに２０２４年６月までに完了を目指す。

（ｅ）地震・水害・雪害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

容器の転倒・流出
防止対策

雪害事故防止対策

すでに把握し

ている
4,894
29%

把握中である
5,846
35%

これから把握

する
5,181
31%

すべての施設

に対して二重

掛け等を講じ

るので把握は

しない
858
5%

容器流出防止措置把握状況
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（２）自然災害対策（地震・水害・雪害対策）

 積雪寒冷地については地域が限定されるが、積雪又は除雪ミスに伴う調整器、供給管等の損傷

によるガス漏れ等を防止するため、該当地域の販売事業者は、供給設備の点検を確実に実施し、

適切な雪害対策を講じるとともに一般消費者等へ注意喚起を図っている。

 雪害事故については調整器や高圧ホースの折損事故が多く発生していることから、雪囲いなど

の対策が難しい設備においては、新設時や設備交換時に調整器を配管に接続する設備に変更

するか、調整器や高圧ホースをガス放出防止型機能付に変更するような対策を講じている。

【注意喚起チラシ一例】

①単段調整器を建物壁面側に設置

②ガス放出防止機構付単段調整器

③片側タイプ自動切換調整器

（ｅ）地震・水害・雪害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

容器の転倒・流出
防止対策

雪害事故防止対策

２０１１年〜２０２０年 雪害等の自然災害 件数２９５件（２９．５件／年）※令和２年度液化石油ガス関係事故年報

２０２１年〜２０２２年 雪害等の自然災害 件数４８件（２４件／年） ※事故件数は暫定

（（一社）新潟県ＬＰガス協会）

（（一社）日本エルピーガス供給機器工業会 パンフレットより ）
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（３）保安基盤

 現場の実態に応じて異なるリスクを把握・認識し、適切な対策・改善を継続して実施する「リスク

マネジメント」の考え方を取り入れ、リスク管理の徹底を図る。具体的には、販売事業者が「自主

保安活動チェックシート」を活用した自主保安活動の自己診断を行うことにより、自らの自主保安

の状況を客観的に認識し、保安レベルの向上に活用する活動を継続して行っている。

 機器の普及状況を調査し、講習会や会議等で報告することで、義務の再確認、自主保安活動を

促している。

【自主保安活動チェックシート活用】（ｆ）保安管理体制

経営者等の保安確保
に向けたコミットメント及び
保安レベルの自己評価

ＬＰガス事業者等の
義務の再確認等

⻑期⼈材育成を踏まえた
保安教育の確実な実施

自主的な基準の
維持・運用

令和４年３月末現在
Ⅰ　事業所の概要 (一社)全国ＬＰガス協会　調査

担当部署名・担当者名

連絡先（電話番号）

② 監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。)

戸 戸 戸 戸

注：メータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。  

Ⅱ　燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数） Ⅲ　業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況

開放式 台 ① 20 施設

ＣＦ式 台

ＦＥ式 台

合計 台 設置済 19 施設

ＣＦ式 台 設置不要 1 施設

ＦＥ式 台

合計 台

Ⅳ　業務用施設のＳＢ（ＥＢ）メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 Ⅴ　バルク貯槽２０年検査対応（貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）

① 戸

戸

戸

基数

Ⅵ　集中監視システム設置戸数（ガスメータに設置されたもの）

Ⅶ　容器流出防止地域への対応 【次年度以降の本項目については、対象施設数及びその対応数をご記入いただく予定です】

（　　　）１．すでに把握している
（　　　）２．把握中である
（　　　）３．これから把握する
（　　　）４．すべての施設に対して二重掛け等を講じるので把握はしない（全施設数を対象としている）※注２

（　　　）１．対象となる施設のみに二重掛け等を講じる予定　※注２

（　　　）２．対象となる施設以外にも二重掛け等を講じる予定　※注２

Ⅷ　安全機器普及状況等

戸 戸

戸 戸

戸 戸

戸 戸

戸 戸

戸 戸

戸 戸

戸 戸

注：１．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
注：２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数としてカウントしてください。
注：３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
注：４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
注：５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
注：６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
※ご不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。

令和３年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書（1/2）

① 販売事業所名

１．経済産業省　　　　２．産業保安監督部　　　　３．都道府県　　　　４．市町村

③ 消費者戸数 ※注

（キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下同じ)）

Ａ　業務用施設
（共同住宅と一般住宅以外）

Ｂ　共同住宅
（同一建築物内に３世帯以上入居する構造のもの）

Ｃ　一般住宅 Ｄ　合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

30 100 400 530

○○ガス株式会社　○○支店
○○部○○課、ＬＰ太郎

○○○－○○○－○○○○

施設
0
0

③
①の内、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置している
施設数

②
風呂釜(不完全燃焼防止装置の付いていないもの)
（排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交
換としてください。）　※注

0
0 注：業務用厨房施設とは、業務用施設であって、次の業務用機器（事故報告及び事故届に係る特定消費設備の業務用機種）を設置している施設とな

ります。

①
湯沸器(不完全燃焼防止装置の付いていないもの)
（CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に
適合しない場合は未交換としてください。）　※注

0 業務用厨房施設数（下記の定義を十分確認してください）　※注

0
② ①の内、法定周知以外の周知を行った施設数

(ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) 20

② ①の内、ガス警報器連動遮断戸数 ※注１

連動済 29
区分

①２０年検査を
実施し合格　※注１

0
③ 排気筒(ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒

で、材料の不適合など法令等に適合しないもの)　※注
台

　　対象機器：業務用こんろ、業務用オーブン、業務用レンジ、業務用フライヤー、業務用炊飯器、業務用グリドル、業務用酒かん器
　　　　　　　　　業務用おでん鍋、業務用蒸し器、業務用焼物器、業務用食器消毒保管庫、業務用煮沸消毒器、業務用湯せん器
　　　　　　　　　業務用めんゆで器、業務用煮炊釜、業務用中華レンジ、業務用食器洗浄機、業務用その他

注：排気筒については、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はＣＯ警報器の設置により交換したものとしてください。

0

廃棄して入替対応 ④期限満了基数
（令和４（2022）年度
中の期限満了基数）

⑤期限満了基数
＋

前倒し予定基数 ※注２連動不要（屋外）※注２ 1 ②バルク入替 ③シリンダー入替

業務用施設の内、ＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 30 令和３（2021）年４月１日～令和４（2022）年３月末実施数 令和４（2022）年度予定数

370 　戸

①
洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象となる施設数の把握状況　※注１

(右記のいずれかを「○」してください。)

②
洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象となる施設以外への二重掛け等の対応予定　※注１注２

(右記のいずれかを「○」してください。)

注：１．②のガス警報器連動遮断には警報器連動自動ガス遮断装置によるものは含んでください。
注：２．②の連動不要（屋外）とは、屋内に燃焼器等がない戸数となります。 １ 基 ３ 基 ２ 基 １０ 基 １５ 基

注：１．①は、あくまでもバルク２０年検査です。４年に１回の供給設備点検ではありません。
注：２．⑤は、④に、令和５（２０２３）年度以降に期限満了のバルク貯槽で令和４（２０２２）年度中に前倒しし、対応する予定数を加えた数となります。

注１：洪水浸水想定区域（想定最大規模）とは、国交省等のハザードマップで１ｍ以上の浸水が予想される区域となります。　　(１ｍ以上のハザードマップが公表されていない場合は、ハザードマップ凡例において１ｍを含む区域（例：水深0.5ｍ～３ｍ）を適用)
注２：二重掛け等とは、20ｋｇ以下の容器はプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通しての固定も含みます。

①マイコンメータ等 ②ヒューズガス栓等 ③ガス警報器 ④調整器

設置済戸数
※注１．４．５

内、期限切れ戸数

設置済戸数
※注１．３．４

設置済戸数
※注１．４ 内、製造年から

５年を経過した戸数
設置施設数

※注１．６

内、製造年から
７年交換のタイプは７年

10年交換のタイプは10年
を経過した施設数

(設置不要戸数)
※注２．３

(設置不要戸数)

0 施設）
1 1

戸）
29 29

( 0 戸）

　Ｂ　共同住宅　（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） 100 戸 ( 0 戸）

20 施設 (

施設 (

　Ａ　業務用施設　（共同住宅と一般住宅以外） 30 戸 ( 0

0 施設）
5 5

95 95
( 0 戸） 30

施設）
10 10

390 390
( 0 戸） 350

　Ｄ　合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 530 戸 ( 0 戸）

施設 ( 0　Ｃ　一般住宅 400 戸 ( 0 戸）

施設 ( 0 施設）
16 16

514 514
( 0 戸） 400

販売事業者名でなく、販売事業所名を記入。

キャンプ・屋

台等の質量

販売、閉栓

消費者を除

いた消費者

戸数を記入。

業務用

施設のＳ

Ｂメータ

（ＥＢメー

タ）設置

戸数の

特定が

困難な場

合は、全

てのＳＢ

メータ（Ｅ

Ｂメータ）

設置戸

数を記入。

「注」を参照

のうえ、業

務用厨房施

設数を記入。

２０２２年９

月に期限が

満了するバ

ルク貯槽が

１０基

＋

２０２３年５

月に期限が

満了するバ

ルク貯槽に

ついて前倒

しで２０２２

年度中に２

０年検査又

は廃棄して

入替の対応

を行う予定

のバルク貯

槽が５基の

場合、

合計の１５

基と記入。

本調査より新規項目

戸数でな

く施設数

を記入。
屋内に燃焼器がなく、ヒューズガス栓等及びガス

警報器の設置を必要としない場合は、その戸数

期限切れは、計量法

違反となりますので、

確実な交換を行って

ください。

安全機器を１００％設置していれば設置

済戸数は消費者戸数と同数。

注４により設置済戸数と設置不要戸数の合計が消費者戸数を超えることはない。

安全機器を１００％設置していれば設置済戸数と設置不要戸数の合計は消費者戸数と同数。

【安全機器普及状況等及び需要開発推進運動等】
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（３）保安基盤

 通信技術の進化により、LPWA等の無線通信や電気メータを利用した集中監視等の新たな方式

の利用が開始されており、今後、更なる集中監視を活用した安全性の向上に向け、一層の普及

を図るとともに、認定販売事業者制度における資格取得の推進を図ることで保安の高度化を目

指している。

 集中監視システムの常時監視を行うことによる保安業務の効率化を図る。

集中監視システム設置率等
令和４年３月末時点（ｇ）スマート保安の推進

スマートメーター・
集中監視等を利用した
保安の⾼度化

その他のスマート保安
に関するアクションプラン

3,739,427 4,666,889
6,180,247

19.0%
23.8%

31.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

22,000,000

R1 R2 R3
設置戸数 設置率
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次年度についても大きな事故につながりやすい「業務用換気警報器設置促進」

「業務用施設ガス警報器連動遮断の推進」「軒先容器の二重掛け等流出防止」の３

点を重点取組み事項とし、これを中心にアクションプランを遂行し、保安確保に努め

ていきます。

また、近年事故の割合として増加しています他工事対策については関係団体の

協力を得てチラシを作成しますので周知等を行っていきます。

つきましては事故を防ぐためには消費者、経済産業省、メーカーのご協力が必

要不可欠となりますので、一層のご協力を賜りますようお願いいたします。

今後の取組み


